
一
、
は
じ
め
に

　

近
世
の
漁
業
制
度
や
浦
方
編
成
を
考
察
す
る
際
、「
水
主
（
舸
子
）
役
（
一
）」

の
存
在
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
事
は
、
古
く
か
ら
主
と
し
て
漁
業
史
研
究
の
中

で
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
二
）。
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る
の
は
、
漁
業
集
落
を
水
主
浦

と
し
て
編
成
し
、
そ
の
見
返
り
に
漁
業
権
を
保
障
し
た
結
果
、
近
世
漁
村
が
成

立
す
る
、
と
い
う
構
図
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
が
こ
れ
ま
で
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
萩
藩
の
漁
業
制
度
（
三
）

に
お
い

て
も
、
水
主
役
は
重
要
な
構
成
要
素
を
な
し
て
い
た
。
萩
藩
で
は
、
浦
石
（
海

上
石
・
浦
屋
敷
石
）
に
対
す
る
正
租
で
あ
る
浦
立
銀
上
納
と
と
も
に
「
海
上
諸

御
役
目
」
と
い
う
夫
役
を
負
担
す
る
こ
と
で
漁
業
権
を
保
障
さ
れ
た
が
、
そ
の

「
海
上
諸
御
役
目
」
は
水
主
役
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
萩
藩
で
お
い
て

も
「
水
主
浦
」
の
概
念
は
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
水
主
役
負
担
と
漁
業
権
の
保
障
と
い
う
相
関
関
係
が
当
て

は
ま
ら
な
い
事
例
も
析
出
さ
れ
る
。
そ
の
地
域
こ
そ
、
周
防
国
大
嶋
郡
・
熊
毛

郡
（
萩
藩
大
嶋
郡
宰
判
・
上
関
宰
判
・
熊
毛
宰
判
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
特

定
の
五
ヶ
浦
（
安
下
・
久
賀
・
室
津
・
上
関
・
室
積
）
が
寡
占
的
漁
業
権
を
持

つ
立
浦
・
端
浦
制
度
と
い
う
萩
藩
領
内
で
も
特
異
な
漁
業
構
造
が
構
築
さ
れ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
の
水
主
役
の
実
態
を
再
検
討
す
れ
ば
、
立
浦
・

端
浦
制
度
と
い
う
漁
業
構
造
の
編
成
要
因
や
制
度
的
特
質
を
明
ら
か
に
出
来
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
手
は
じ
め
と
し
て
、
萩
藩
の

船
手
組
織
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
水
主
役
を
課
さ
れ
な
が
ら
、
浦
方

と
し
て
は
認
め
ら
れ
ず
、
漁
業
権
の
面
で
は
「
端
浦
」
に
甘
ん
じ
る
事
に
な
っ

た
大
島
郡
平
郡
島
（
現
・
柳
井
市
平
郡
島
）
の
事
例
を
分
析
す
る
事
と
し
た
い
。

二
、
萩
藩
の
船
手
組
と
舸
子

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
萩
藩
の
舸
子
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
見
て
お
き
た
い
。

　

戦
国
期
か
ら
織
豊
期
に
か
け
て
隆
盛
を
誇
っ
た
毛
利
水
軍
も
、
関
ヶ
原
敗
戦

後
の
防
長
二
ヶ
国
減
封
に
よ
り
そ
の
規
模
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
萩
藩
の

下
で
は
船
手
組
に
再
編
成
さ
れ
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
船
手
組
は
、
慶

長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
六
月
に
は
七
組
で
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
整

理
が
進
め
ら
れ
、
元
和
八
年
（
一
六
三
一
）
頃
に
五
組
に
、
寛
永
期
に
三
組
に

縮
小
さ
れ
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
二
組
に
再
編
さ
れ
幕
末
に
至
っ
た
。

　
　
　
平
郡
島
に
お
け
る
舸
子
役
と
漁
業
権

�
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船
手
組
の
主
な
職
務
は
、
藩
主
の
参
勤
交
代
や
朝
鮮
通
信
使
来
朝
・
異
国
船
警

備
な
ど
の
際
に
、
藩
船
の
運
航
を
担
当
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
平
時
に
は
海

上
交
通
や
船
舶
な
ど
に
関
す
る
海
事
行
政
業
務
に
も
従
事
し
た
。そ
の
拠
点
は
、

周
防
国
佐
波
郡
三
田
尻
に
設
け
ら
れ
た
御
船
倉
に
置
か
れ
、
船
手
の
士
卒
は
三

田
尻
に
常
駐
し
て
い
た
。
ま
た
、萩
城
下
浜
崎
に
も
御
船
倉
が
置
か
れ
て
お
り
、

こ
ち
ら
に
も
小
規
模
な
が
ら
船
手
の
士
卒
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。

　

寛
文
期
以
降
の
船
手
組
は
、
寄
組
の
両
村
上
氏
を
組
頭
と
し
、
そ
の
下
に
船

手
組
士
が
配
さ
れ
、
大
船
頭
・
中
船
頭
・
小
船
頭
な
ど
も
付
属
し
て
い
た
。
以

上
が
船
手
組
を
構
成
す
る
「
士
分
」
で
あ
る
が
、
そ
の
下
に
は
、
実
際
の
船
舶

運
航
の
担
い
手
（
漕
手
）
と
し
て
、
必
ず
舸
子
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
舸

子
に
は
、
大
別
す
る
と
二
つ
の
階
級
が
存
在
し
た
。

　

一
つ
は
、
藩
が
扶
持
方
を
支
給
し
て
召
し
抱
え
て
い
た
「
御
手
舸
子
」
で
あ

る
。
藩
に
奉
公
す
る
常
勤
・
世
襲
の
舸
子
で
あ
り
、
藩
船
運
航
の
中
核
を
担
っ

た
。
そ
の
身
分
は
陸
に
お
け
る
足
軽
と
同
格
の
「
卒
」
で
あ
り
、
公
的
に
苗
字

を
名
乗
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
幕
末
期
の
「
無
給
帳
」
に
よ
れ
ば
、
三

田
尻
に
居
住
す
る
御
手
舸
子
の
定
員
は
二
一
五
人
余
で
あ
り
、
そ
の
俸
禄
は
一

人
日
別
米
一
升
・
二
人
扶
持
米
四
石
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
萩
城
下
浜
崎
御
船
倉

に
は
、
浜
崎
御
手
舸
子
一
六
名
、
浜
崎
歌
舸
子
一
四
名
も
置
か
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
藩
船
運
航
が
繁
忙
に
な
り
、
御
手
舸
子
の
み
で
は
不
足
の
状
況
が
生

じ
る
と
、
領
内
か
ら
夫
役
と
し
て
「
舸
子
役
」
が
徴
発
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
御

雇
舸
子
（
四
）」
で
あ
り
、
徴
用
期
間
中
の
飯
米
等
は
藩
が
給
付
す
る
の
が
原
則

で
あ
っ
た
。
漁
村
・
浦
方
の
成
立
と
密
接
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
「
水
主
役
」
こ

そ
が
、
萩
藩
に
お
い
て
は
こ
の
御
雇
舸
子
で
あ
っ
た
。

　

御
雇
舸
子
に
徴
用
さ
れ
た
の
は
、
漁
民
・
船
乗
り
等
の
海
に
習
熟
し
た
百
姓

で
あ
り
、
そ
の
性
格
か
ら
し
て
主
に
「
浦
方
」
が
負
担
対
象
と
な
っ
た
事
は
想

像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
大
量
の
舸
子
役
が
動
員
さ
れ
た
織
豊
期
か
ら
藩
政

初
期
に
か
け
て
の
舸
子
役
賦
課
の
基
準
や
実
態
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

そ
の
後
、
慶
長
検
地
に
お
け
る
浦
屋
敷
石
・
浦
浮
役
石
の
設
定
を
契
機
と
し
て

浦
方
編
成
が
始
ま
り
、
貞
享
検
地
に
お
け
る
浦
石
（
浦
屋
敷
石
・
海
上
石
）
設

定
で
浦
方
制
度
が
確
立
す
る
中
で
、
浦
方
が
浦
石
に
応
じ
て
舸
子
役
を
負
担
す

る
形
態
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
五
）。
そ
れ
が
最
終
的
に
固
ま
っ

た
の
は
享
保
期
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
経
緯
は
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
正
月
に
国
元
裏
判
役
口
羽
衛
士
が

下
し
た
次
の
よ
う
な
沙
汰
書
か
ら
う
か
が
え
る
（
六
）。

（
前
略
）
諸
郡
浦
々
よ
り
被
召
仕
候
御
雇
舸
子
之
儀
、
先
年
舸
子
役
仕
候

人
員
浦
々
よ
り
付
出
被
仰
付
、
割
符
相
調
之
由
候
、
右
之
行
か
ゝ
り
を
以
、

至
于
今
舸
子
割
符
御
沙
汰
相
成
候
、
然
所
ニ
年
数
は
る
ゝ
ゝ
相
隔
た
る
事

候
故
、
殊
外
令
混
雑
難
儀
仕
候
廉
有
之
由
ニ
候
、
依
之
今
度
御
詮
儀
之
上
、

御
代
官
中
浦
石
并
ニ
其
処
之
旧
例
付
出
被
仰
付
、
相
縮
右
之
通
候
、
向
後

御
雇
舸
子
之
儀
者
此
浦
石
江
割
符
仕
候
様
ニ
可
有
御
沙
汰
候
、
此
度
御
改

御
代
官
中
付
出
之
浦
石
江
割
符
被
仰
付
事
ニ
候
得
共
、
南
北
才
判
之
分
り

其
外
旧
例
少
茂
改
不
被
仰
付
事
候
条
、
何
辺
先
年
よ
り
之
格
無
相
違
様
ニ

可
有
沙
汰
候
、
以
上

　
　
　
　
　

享
保
四
亥
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蔵
元
両
人
役
宛
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
諸
郡
浦
々
か
ら
徴
発
し
て
い
た
御
雇
舸
子
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
の
割
符
（
割
当
基
準
）
が
決
ま
っ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
享
保
初
年
の
段
階
に
な
る
と
年
暦
を
経
て
混
乱
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
そ
こ
で
藩
は
改
め
て
領
内
全
宰
判
に
対
し
て
浦
石
と
旧
例
の
調
査
を
実

施
し
、
舸
子
浦
の
設
定
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
「
舸
子
役
割

符
「
覚
」」
と
し
て
発
令
さ
れ
、
以
後
の
舸
子
役
賦
課
の
基
準
と
な
っ
た
。
そ

の
主
た
る
内
容
は
、
浦
方
（
本
浦
）
の
浦
石
と
、
そ
れ
以
外
の
漁
村
・
海
付
集

落
の
網
代
石
等
を
峻
別
し
、
浦
方
に
の
み
舸
子
役
負
担
を
課
す
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
結
果
的
に
漁
業
権
に
お
け
る
浦
方
優
位
を
追
認
す
る
も
の
と

な
っ
た
（
七
）。
た
だ
し
、
浦
石
高
当
た
り
何
名
の
舸
子
役
が
課
さ
れ
た
か
に
つ

い
て
は
規
定
が
無
い
か
ら
、
各
浦
に
定
員
が
定
め
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
よ

う
だ
。
必
要
な
御
雇
舸
子
人
数
を
、
そ
の
都
度
、
浦
石
高
に
応
じ
て
割
り
当
て

た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
享
保
初
年
に
こ
の
様
な
調
査
が
実
施
さ
れ
た
背
景
に
は
、
舸
子

役
の
急
激
な
需
要
増
大
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
正
徳
か
ら
享
保
初
年
に
か

け
て
響
灘
近
海
で
実
施
さ
れ
た
抜
荷
唐
船
の
取
締
り
と
打
払
い
の
実
行
で
あ

り
（
八
）、
も
う
一
つ
は
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）・
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
と

相
次
い
だ
朝
鮮
通
信
使
の
来
朝
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
大
量
の
藩
船
が
動
員
さ

れ
、
藩
初
以
来
未
曾
有
の
舸
子
役
が
集
中
し
た
た
め
、
制
度
の
再
構
築
が
必
要

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
舸
子
役
も
、
藩
主
の
参
勤
交
代
が
海
路
で
は
な
く
陸
路
主
体
に
切

り
替
わ
る
近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
、
次
第
に
重
要
度
が
低
下
し
て
い
き
、
そ

れ
に
と
も
な
っ
て
、
舸
子
役
の
代
銀
納
化
も
一
般
化
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、

熊
毛
郡
室
積
浦
の
場
合
、
安
永
元
年
（
一
七
七
一
）
に
「
三
田
尻
御
雇
舸
子
賃

銀
間
欠
銀
」
と
い
う
形
で
舸
子
役
を
負
担
し
て
い
る
（
九
）

が
、
こ
れ
は
室
積
浦

が
現
人
を
派
遣
す
る
の
で
は
な
く
、別
に
雇
用
さ
れ
た
舸
子
の
賃
銀
に
つ
い
て
、

藩
か
ら
支
給
さ
れ
る
賃
飯
米
に
不
足
す
る
額
を
浦
方
が
補
填
す
る
形
で
上
納
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
う
し
た
代
銀
納
化
は
進
ん
で
も
、
舸
子
役
銀
を

賦
課
さ
れ
る
の
は
浦
方
（
本
浦
）
だ
け
で
あ
り
、
浦
方
の
存
立
や
漁
業
権
を
保

障
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
事
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　

以
上
、
萩
藩
の
船
手
組
で
は
、
藩
臣
で
あ
る
御
手
舸
子
と
、
浦
方
か
ら
夫
役

と
し
て
徴
発
さ
れ
た
御
雇
舸
子
と
い
う
、
二
系
統
の
舸
子
集
団
が
藩
船
の
運
航

を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
見
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
田
尻
の
船
手
組
に
は
、
実

は
こ
れ
以
外
に
、
特
異
な
舸
子
集
団
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
本
稿
の

主
対
象
で
あ
る
平
郡
舸
子
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
御
手
舸
子
と
御
雇
舸
子
の

性
格
を
併
せ
持
つ
、
両
者
の
中
間
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
の
平
郡
舸

子
に
つ
い
て
そ
の
詳
細
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
平
郡
舸
子
と
舸
子
給

　

平
郡
島
は
屋
代
島
（
周
防
大
島
）
の
南
西
の
沖
合
に
位
置
す
る
島
で
、
周
囲

約
二
八
キ
ロ
・
面
積
約
一
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
、
こ
の
海
域
の
島
々
の
中

で
は
屋
代
島
に
次
い
で
大
き
い
。
萩
藩
の
行
政
区
画
で
は
大
島
郡
宰
判
に
属
し

四
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て
い
た
。

　

東
西
に
長
い
こ
の
島
は
、
東
浦
・
西
浦
に
分
か
れ
て
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い

た
が
、
西
浦
は
伊
予
か
ら
浅
海
氏
が
、
東
浦
は
紀
伊
か
ら
鈴
木
氏
が
、
そ
れ
ぞ

れ
中
世
に
移
住
し
て
開
発
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
両
氏
と
も
い
わ
ゆ
る
海
賊
・

水
軍
的
性
格
を
帯
び
た
土
豪
で
あ
り
、
浅
海
氏
は
天
文
二
三
年
（
一
五
五
四
）

に
小
早
川
水
軍
を
撃
退
し
た
功
で
陶
晴
賢
か
ら
感
状
を
受
け
、
後
に
は
来
島
村

上
氏
に
仕
え
て
大
島
郡
戸
田
に
知
行
地
を
与
え
ら
れ
た
（
十
）。
一
方
、
東
浦
の

鈴
木
氏
は
、
天
文
二
四
年
（
一
五
五
五
）、
毛
利
元
就
が
陶
晴
賢
を
討
ち
取
っ

た
厳
島
の
合
戦
の
際
に
、
平
郡
島
民
一
〇
〇
名
を
率
い
て
毛
利
軍
の
兵
船
輸
送

に
従
事
し
、そ
の
勝
利
に
貢
献
し
た
。
そ
し
て
、こ
の
勲
功
が
契
機
と
な
り
、「
平

郡
舸
子
」
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
（
十
一
）。

　

毛
利
元
就
は
、
厳
島
合
戦
の
恩
賞
と
し
て
、
平
郡
島
全
体
を
免
租
地
と
し
、

こ
れ
に
対
し
て
島
か
ら
は
一
〇
〇
名
（
十
二
）

を
舸
子
と
し
て
毛
利
水
軍
に
常
勤
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
平
郡
舸
子
の
濫
觴
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
萩
藩

成
立
以
前
に
遡
る
も
の
で
あ
っ
た
。
免
租
地
の
措
置
は
、
一
島
全
体
を
舸
子
給

と
し
て
島
中
が
拝
領
し
た
形
態
で
あ
り
、
し
か
も
一
〇
〇
名
の
舸
子
は
船
手
に

常
勤
し
た
の
で
、
そ
の
性
格
は
御
手
舸
子
に
近
い
。
た
だ
、
毛
利
家
は
個
人
を

舸
子
に
召
し
抱
え
た
わ
け
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
島
中
」
が
舸
子
の
担
い
手

で
あ
っ
た
か
ら
、
諸
浦
の
負
担
す
る
「
舸
子
役
」
と
類
似
し
た
相
貌
も
帯
び
て

い
た
。
な
お
、
こ
の
平
郡
舸
子
の
有
り
様
は
、
規
模
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
豊

臣
政
権
・
徳
川
幕
府
か
ら
舸
子
役
・
船
役
の
見
返
り
に
島
の
知
行
権
を
付
与
さ

れ
た
讃
州
塩
飽
諸
島
の
「
人
名
制
」
に
酷
似
し
て
お
り
、
瀬
戸
内
海
地
域
特
有

の
舸
子
役
編
成
の
一
類
型
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。

　

こ
の
平
郡
舸
子
の
制
度
は
、
萩
藩
成

立
後
も
、
厳
し
い
財
政
事
情
に
か
か
わ

ら
ず
存
続
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
慶
長
検

地
（
一
六
〇
七
～
一
一
年
）・
寛
永
検

地
（
一
六
二
五
～
二
六
年
）
と
二
度
の

検
地
に
よ
っ
て
平
郡
島
の
石
高
は
表
１

の
通
り
に
推
移
し
た
が
、
い
ず
れ
も
そ

の
全
て
が
免
租
地
と
さ
れ
、
一
〇
〇

名
の
舸
子
給
と
し
て
島
中
に
給
付
さ
れ

た
。
し
か
し
、
次
の
貞
享
検
地
（
一
六

八
六
～
八
七
年
）
で
、
旧
来
の
全
島
給

付
の
原
則
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。

　

そ
の
間
の
事
情
を
、
平
郡
島
浅
海
家

文
書
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
掲
げ
る

の
が
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
八
月

の
郡
奉
行
粟
屋
半
左
衛
門
の
沙
汰
状
で

あ
る
（
十
三
）。

一
筆
申
入
候
、
御
手
前
才
判
平
郡
嶋
往
古
高
四
百
四
拾
石
余
之
所
、
御
所

務
被
差
除
、
舸
子
役
百
人
三
田
尻
差
出
、
飯
米
壱
人
日
別
壱
升
宛
勘
渡
被

総石高 田（石高） 田（面積） 畠（石高） 畠（面積） 浮役石
慶長検地（1607-11） 339.722 121.4300 94.3 217.8290 912.6 0.463
寛永検地（1625-26） 446.455 164.3137 87.9 273.7858 895.8 8.35554
貞享検地（1686-87） 900.000 163.8740 88.7 728.1260 2916.3 8
宝暦検地（1761-64） 935.000 163.8740 88.7 763.1260 2916.3 8

※畠は、屋敷地を合算した数値。浮役石は慶長検地・寛永検地では「小成物」。
※宝暦検地の増石分（上ケ石）34.791石、庄屋畔頭給0.209石は畠方に合算した。

【典拠】慶長検地：「周防三井但馬蔵田与三兵衛検見帳」（県庁旧藩記録281）
　　　 寛永検地：「周防寛永弐年坪付帳」（同上283）
　　　 貞享検地： 元文２年（1737）「大島郡平郡島明細絵図添書」（防長地下上申１所収）
　　　 宝暦検地：天保期・平郡島注進案（「防長風土注進案」２所収）

表１　平郡島石高の推移� 単位：石、面積は反（歩以下は切り捨て）

五
〇



仰
付
被
召
仕
来
候
所
ニ
、
貞
享
三
年
抨
検
地
被
仰
付
候
節
、
古
高
ニ
引
足

惣
高
九
百
石
ニ
し
て
御
請
仕
、畠
銀
四
貫
五
百
目
壱
ヶ
年
上
納
仕
候
へ
共
、

一
嶋
及
難
儀
ニ
候
ニ
付
御
理
り
申
出
、
増
加
子
弐
拾
五
人
被
召
仕
、
銀
子

四
貫
五
百
目
被
差
免
、
願
之
通
り
被
仰
付
候
、
飯
米
之
義
ハ
百
人
江
被
遣

候
壱
升
扶
持
を
百
弐
十
五
人
へ
抨
を
以
人
別
八
合
宛
勘
渡
被
仰
付
候
、
其

後
増
加
子
弐
拾
五
人
之
内
拾
人
ハ
上
之
関
加
子
と
し
て
被
差
出
置
候
得

共
、
差
而
御
用
ニ
茂
無
之
御
引
せ
被
成
、
其
内
弐
人
者
壱
人
別
銀
五
十
め

宛
百
目
之
辻
毎
年
上
納
仕
来
由
候
、
然
共
近
年
悪
年
ニ
而
地
下
茂
及
難
儀

ニ
候
ニ
付
御
役
難
相
勤
候
条
、
増
加
子
弐
拾
五
人
辻
御
引
せ
、
人
別
銀
八

拾
目
宛
弐
貫
目
上
納
被
仰
付
、
御
雇
舸
子
ニ
而
被
召
仕
被
下
候
様
ニ
と
御

理
り
申
出
令
承
知
候
、
先
年
之
御
沙
汰
筋
根
証
拠
物
茂
無
之
不
分
明
候
へ

共
、
御
手
前
申
出
相
違
無
之
由
ニ
付
、
今
度
御
沙
汰
之
上
、
地
下
為
御
救

ニ
候
条
、
御
了
簡
を
以
人
別
百
目
宛
弐
貫
五
百
目
辻
今
年
よ
り
二
三
年
之

間
上
納
被
仰
付
、
三
田
尻
増
加
子
残
拾
五
人
と
も
廿
五
人
辻
御
引
せ
被
成

候
、
左
候
而
此
間
百
目
宛
年
々
上
納
銀
を
茂
被
差
除
、
往
古
之
通
り
加
子

役
百
人
飯
米
之
儀
も
壱
升
宛
当
九
月
朔
日
よ
り
勘
渡
被
仰
付
候
、
尤
三
田

尻
現
加
子
無
之
候
事
ニ
候
故
、
向
後
現
人
御
用
之
節
ハ
時
々
雇
立
ニ
し
て

被
召
仕
候
様
と
三
田
尻
へ
茂
申
渡
置
候
間
、
其
通
り
相
心
得
候
様
ニ
可
被

申
付
候
、
尤
二
三
年
以
後
者
往
古
之
通
り
百
弐
拾
五
人
被
召
仕
義
候
条
、

遂
其
節
候
様
ニ
可
有
沙
汰
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　

午（
正
徳
四
年
）
ノ
八
月
廿
二
日　
（
郡
奉
行
粟
屋
）

粟　

半
左
衛
門

　
　
　
　
　
（
上
之
関
添
石
節
之
御
代
官
御
役
）

沓
屋
八
郎
左
衛
門
殿

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貞
享
検
地
以
前
の
平
郡
島
は
、
島
高
四
四
〇
石
余
の
免
租

の
代
わ
り
に
、
一
〇
〇
人
の
舸
子
を
三
田
尻
に
差
し
出
し
、
そ
れ
に
対
し
て
一

人
日
別
一
升
の
飯
米
（
二
人
扶
持
に
相
当
）
も
給
付
さ
れ
て
い
た
。
全
島
免
租

の
上
に
舸
子
に
は
扶
持
米
が
支
給
さ
れ
る
訳
（
藩
か
ら
見
れ
ば
、
四
四
〇
石
余

の
免
租
の
上
に
、
約
四
〇
〇
石
も
の
扶
持
米
を
支
給
）
で
あ
る
か
ら
、
人
的
負

担
は
重
い
と
は
い
え
、
か
な
り
の
優
遇
で
あ
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
検
地
で
は
、
一
挙
に
島
の
石
高
が

倍
増
し
、
九
〇
〇
石
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
表
１
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

畠
地
の
面
積
・
石
高
が
大
幅
に
増
加
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か

し
、
わ
ず
か
半
世
紀
の
間
に
島
の
生
産
力
が
こ
れ
ほ
ど
増
大
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
平
郡
島
は
元
来
、
耕
地
に
適
し
た
土
地
が
少
な
か
っ
た
の
で
田
地
は
わ
ず

か
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
島
の
山
腹
に
張
り
付
く
よ
う
に
開
か
れ

て
い
た
畠
地
も
地
力
が
乏
し
く
、「
片
荒
し
」
と
い
っ
て
、
毎
年
耕
作
で
き
ず
、

数
年
ご
と
に
休
耕
地
に
し
て
地
力
の
回
復
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
だ
っ

た
。
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
二
月
の
平
郡
島
畔
頭
に
よ
る
届
書
で
は
、「
貞

享
検
地
に
付
け
出
さ
れ
た
田
畠
の
面
積
に
比
べ
て
、
現
状
の
作
付
面
積
は
ず
っ

と
少
な
く
、
畠
は
実
際
に
は
二
九
一
町
余
の
内
一
〇
町
く
ら
い
し
か
耕
作
し
て

お
ら
ず
、
残
り
は
片
荒
し
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
十
四
）。
貞
享
検
地
は
、

そ
の
休
耕
地
も
悉
く
記
帳
し
て
石
盛
り
し
た
と
考
え
ら
れ
、
厳
し
い
検
地
だ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
し
て
藩
は
、
こ
の
貞
享
検
地
の
増
石
分
四
五
〇
石
余
を
、
従
来
か
ら
の
平

郡
舸
子
給
と
は
認
め
ず
、
増
石
分
に
対
し
て
は
年
貢
を
賦
課
す
る
こ
と
と
し
、

五
一



石
貫
銀
四
貫
五
百
目
の
正
租
上
納
を
平
郡
島
に
命
じ
た
。
平
郡
島
は
一
年
間
、

そ
の
石
貫
銀
を
上
納
し
た
が
、
負
担
に
耐
え
き
れ
な
か
っ
た
模
様
で
、
翌
年
に

は
、
石
貫
銀
上
納
免
除
と
、
そ
の
代
わ
り
に
増
加
子
二
五
人
を
差
し
出
す
こ
と

を
願
い
出
て
藩
に
認
可
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
平
郡
島
は
、
そ
の
石
高
九
〇

〇
石
の
内
八
九
二
石
を
平
郡
舸
子
給
と
し
て
改
め
て
認
め
て
も
ら
い
（
八
石
は

平
郡
浮
役
石
と
し
て
大
苫
七
〇
〇
帖
を
三
田
尻
に
上
納
）、
一
島
拝
領
の
体
裁

を
保
ち
つ
つ
、一
二
五
名
の
平
郡
舸
子
を
三
田
尻
に
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
従
来
一
人
日
別
一
升
宛
支
給
さ
れ
て
い
た
飯
米
は
、
一
二
五
名
に
均

さ
れ
て
一
人
日
別
八
合
宛
に
減
少
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
船
手
の
重
要
性
が
薄
れ
た
た
め
か
、
二
五
人
の
増
加
子
は
三
田
尻

で
余
剰
人
員
と
な
っ
た
模
様
で
、
一
〇
人
が
上
関
舸
子
（
享
保
三
年
の
史
料
で

は
「
上
関
継
船
舸
子
」）
に
配
置
転
換
さ
れ
、
そ
れ
も
さ
し
て
御
用
が
な
い
と

い
う
理
由
で
廃
止
さ
れ
た
。
平
郡
島
と
し
て
は
舸
子
役
が
一
〇
名
減
少
し
た
こ

と
に
な
る
が
、
内
二
名
分
は
人
別
銀
五
〇
匁
、
計
一
〇
〇
匁
を
舸
子
減
免
の
代

替
と
し
て
毎
年
藩
に
公
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
正
徳
期
頃
に
物

価
高
騰
な
ど
で
島
中
の
衰
微
が
顕
著
に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
正
徳
四
年
に
、
平

郡
島
は
増
加
子
二
五
人
の
減
免
を
歎
願
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
島
と
し
て
は
人

別
八
〇
匁
、
合
計
銀
二
貫
目
の
代
替
銀
上
納
で
減
免
を
願
い
出
た
よ
う
だ
が
、

藩
は
人
別
一
〇
〇
匁
、
計
二
貫
五
〇
〇
匁
の
代
替
銀
上
納
で
こ
れ
を
認
可
し
、

同
時
に
上
関
舸
子
の
代
替
銀
で
あ
っ
た
一
〇
〇
匁
上
納
は
廃
止
さ
れ
、
残
り
一

〇
〇
名
の
飯
米
は
旧
来
通
り
一
人
日
別
一
升
の
支
給
に
復
し
た
。
代
替
の
二
貫

五
〇
〇
匁
は
、
三
田
尻
で
不
足
す
る
二
五
名
分
の
舸
子
を
雇
用
す
る
名
目
で

あ
っ
た
。
た
だ
郡
奉
行
粟
屋
は
、
こ
の
措
置
は
二
、
三
年
間
だ
け
で
、
そ
の
後

は
再
び
一
二
五
名
の
平
郡
舸
子
を
召
し
使
う
と
念
を
押
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で

も
臨
時
的
な
対
応
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
年
限
を
迎
え
た
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）、
平
郡
島
は
、
近

年
の
風
損
干
損
や
朝
鮮
通
信
使
来
朝
に
と
も
な
う
負
担
を
理
由
に
、
二
五
名
の

増
加
子
減
免
と
二
貫
五
〇
〇
匁
の
代
替
銀
上
納
の
措
置
を
継
続
し
て
も
ら
い
た

い
旨
を
再
出
願
し
た
。
も
し
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
一
二
五
名
の
舸

子
全
員
に
一
人
日
別
一
升
の
飯
米
給
付
を
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
条
件
も

付
け
ら
れ
て
い
た（
十
五
）。
当
職
桂
三
郎
右
衛
門
・
浦
図
書
は
、再
び
享
保
五
年（
一

七
二
〇
）
八
月
ま
で
と
期
限
を
定
め
、
二
五
名
の
舸
子
減
免
の
延
期
を
認
め
る

旨
を
大
島
郡
代
官
河
野
神
左
衛
門
に
沙
汰
し
た
（
十
六
）。

　

そ
の
期
限
を
目
前
に
し
た
享
保
五
年
七
月
二
八
日
、
三
田
尻
大
船
頭
津
田
七

右
衛
門
・
浦
上
九
右
衛
門
・
吉
賀
権
兵
衛
・
矢
野
十
左
衛
門
の
四
名
は
、
平
郡

増
加
子
二
十
五
名
に
つ
い
て
、
現
人
復
帰
の
必
要
性
を
三
田
尻
都
合
人
平
岡
八

左
衛
門
へ
上
申
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
近
年
御
船
遣
多
く
、
其
上
赤
間
関
御

掛
け
船
、
同
所
津
へ
御
番
所
番
人
迄
被
召
仕
候
故
、
三
田
尻
御
手
舸
子
旅
役
重

り
以
之
外
難
儀
仕
候
、
第
一
小
々
之
船
遣
之
節
は
度
々
御
雇
舸
子
被
召
仕
不
勝

手
之
廉
も
御
座
候
条
、
当
九
月
よ
り
右
弐
拾
五
人
現
人
被
召
仕
可
然
」
と
、
こ

の
時
期
、
下
関
で
の
唐
船
打
払
い
な
ど
で
船
手
組
が
繁
忙
状
況
に
あ
り
、
三
田

尻
御
船
倉
と
し
て
は
常
勤
舸
子
の
増
員
を
望
む
声
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
困
窮
す
る
平
郡
島
へ
の
配
慮
も
必
要
で
、
藩
は
二
五
名
の
増
加
子
を

復
帰
さ
せ
て
日
別
一
升
の
飯
米
支
給
を
行
う
か
、
代
銀
納
に
よ
り
引
続
き
二
五

五
二



名
の
舸
子
役
を
免
除
す
る
か
の
判
断
を
迫
ら
れ
て
い
た
。そ
し
て
同
年
十
二
月
、

当
職
裏
判
役
口
羽
衛
士
は
、
大
島
郡
代
官
河
野
神
左
衛
門
に
次
の
よ
う
な
決
定

を
沙
汰
し
た
（
十
七
）。

　
　
　
　
　
　
　

覚

　

一
四
宝
銀
七
貫
五
百
目

右
御
手
前
才
判
平
郡
嶋
よ
り
三
田
尻
江
差
出
候
増
加
子
弐
拾
五
人
、
近
年

御
理
り
申
出
、
銀
弐
貫
五
百
目
平
郡
嶋
よ
り
三
田
尻
江
差
出
、
右
之
増
加
子

現
人
被
差
除
候
様
ニ
と
御
理
り
申
出
、
当
八
月
廿
九
日
迄
被
遂
御
了
簡
、
同

九
月
朔
日
よ
り
現
人
可
被
召
仕
之
通
り
被
仰
出
候
、
然
処
ニ
先
年
増
加
子
差

出
候
節
、
扶
持
方
之
儀
者
前
々
よ
り
相
詰
来
加
子
百
人
之
分
日
別
壱
升
宛

之
内
八
合
宛
ニ
被
減
、
其
米
を
以
弐
拾
五
人
ニ
被
遣
来
候
、
就
夫
加
子
共

令
難
渋
候
条
、
弥
増
加
子
弐
拾
五
人
被
召
仕
候
ハ
ヽ
、
飯
米
一
升
宛
被
立

遣
候
様
ニ
と
御
理
り
申
出
候
へ
共
、
先
年
百
人
之
分
之
飯
米
一
升
宛
之
内

ニ
而
ゆ
り
合
所
勤
仕
来
り
た
る
事
ニ
候
へ
ハ
、
只
今
公
米
可
被
立
遣
様
ニ

無
之
候
、
雖
然
平
郡
嶋
之
儀
茂
近
年
痛
詰
、
御
役
茂
難
相
調
候
故
、
何
と

そ
三
田
尻
御
間
茂
合
せ
、
嶋
続
候
様
成
仕
与
茂
可
有
之
や
と
、
桂（
三
田
尻
都
合
人
）

仁
左
衛

門
被
申
談
候
所
ニ
、
先
当
九
月
よ
り
来
八
月
迄
之
儀
ハ
、
近
年
調
来
候
弐

貫
五
百
目
三
倍
ニ
し
て
七
貫
五
百
目
三
田
尻
差
出
候
ハ
ヽ
且
々
御
間
茂
合

可
申
や
、
三
田
尻
之
儀
茂
現
人
無
之
候
而
ハ
御
間
茂
合
兼
、
依
品
ニ
公
損

茂
立
申
事
ニ
候
条
、
右
之
銀
辻
よ
り
内
ニ
而
者
不
相
成
候
由
、
仁
左
衛
門

申
分
ニ
付
、
壱
ツ
書
之
通
り
銀
子
ニ
而
上
納
被
仰
付
候
様
ニ
、
尤
此
内
御

理
り
之
品
左
ニ
記
之

　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　

五
貫
目

　
　
　
　

右
平
郡
嶋
よ
り
差
出
可
申
之
通
り
被
申
出
候

　
　
　

弐
貫
五
百
目

　
　
　
　

 

右
古
来
よ
り
相
定
た
る
儀
と
ハ
乍
申
、
百
人
之
加
子
壱
升
宛
被
遣
来

候
内
、
増
加
子
弐
拾
五
人
抨
合
被
遣
候
所
ニ
、
少
ハ
被
遂
了
簡
、
右

之
辻
公
銀
を
以
被
立
遣
候
様
ニ
と
被
申
出
、
願
之
通
り
被
仰
付
分

　
　

一
新
銀
弐
貫
五
百
目

　
　
　
　

 

右
理
右
同
、
来
ル
丑
ノ
九
月
よ
り
以
後
年
々
右
増
加
子
不
被
召
仕
、

右
之
銀
三
田
尻
上
納
可
仕
候
分

　
　
　
　
　

内

　
　
　

壱
貫
六
百
六
拾
六
匁
六
分
七
厘

　
　
　
　

右
平
郡
嶋
よ
り
年
々
可
差
出
分

　
　
　

八
百
三
拾
三
匁
三
分
三
厘

　
　
　
　

右
理
前
ニ
同
、
年
々
公
銀
可
被
遣
分

　
　

以
上

右
平
郡
嶋
よ
り
三
田
尻
差
出
候
増
加
子
弐
拾
五
人
飯
米
之
儀
ニ
付
、
彼
嶋

よ
り
御
理
り
申
出
、
御
手
前
・
桂
仁
左
衛
門
被
申
談
之
趣
具
ニ
令
承
知
、

御
沙
汰
之
上
壱
ツ
書
之
通
り
被
仰
付
候
条
、
弥
三
田
尻
被
申
談
御
間
ニ
合

候
様
ニ
沙
汰
可
有
候
、
尤
前
々
よ
り
差
出
来
候
百
人
加
子
飯
米
之
儀
、
古

来
之
通
り
壱
人
日
別
一
升
宛
被
遣
事
ニ
て
、
右
之
趣
桂
仁
左
衛
門
方
え
茂

申
入
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、
以
上

五
三



　
　
　
　

享
保
五
子
ノ

　
　
　
　
　
　

十
二
月
廿
九
日　
　
　
　

口　

衛
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
野
神
左
衛
門
殿

　
　
　
（
以
下
、
河
野
よ
り
大
嶋
郡
宰
判
二
老
役
へ
の
沙
汰
は
下
略
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藩
は
最
終
的
に
増
舸
子
二
五
名
の
減
免
と
代
銀
納
の
継
続

と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
御
船
倉
を
管
轄
す
る
三
田
尻
都
合
人

桂
仁
左
衛
門
と
の
協
議
に
よ
り
、
二
五
名
分
の
代
替
舸
子
を
雇
用
す
る
の
に
必

要
な
経
費
と
し
て
、
冒
頭
の
一
つ
書
き
に
あ
る
四
ツ
宝
銀
七
貫
五
〇
〇
目
の
三

田
尻
上
納
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
困
窮
し
て
い
る
平
郡
島
を
考
慮
し
て
、
全

額
負
担
を
島
に
求
め
ず
、
三
分
の
一
は
藩
が
公
銀
に
よ
っ
て
補
填
す
る
と
い
う

温
情
を
示
し
、
平
郡
島
の
上
納
額
は
は
四
ツ
宝
銀
五
貫
目
と
決
め
た
。
そ
れ
を

新
銀
に
直
し
た
額
が
最
後
の
部
分
で
、
新
銀
だ
と
平
郡
島
の
上
納
額
は
一
貫
六

六
六
匁
六
分
七
厘
と
な
っ
た
。
四
ツ
宝
銀
と
新
銀
が
出
て
く
る
の
で
や
や
こ
し

い
が
、
四
ツ
宝
銀
は
銀
の
含
有
量
の
少
な
い
低
品
位
銀
貨
、
新
銀
は
品
位
を
回

復
さ
せ
た
享
保
銀
（
正
徳
銀
）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
両
者
の
交
換
比
率
を
三
対

一
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
銀
額
の
み
を
見
る
と
、
平
郡
島
の
上
納
額
は
減
っ

た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
年
ま
で
平
郡
島
が
上
納
し
て
い
た
二
貫
五
〇
〇

目
は
、
享
保
三
年
の
願
書
に
「
四
ツ
宝
銀
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
に

は
上
納
額
は
倍
増
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
時
決
定
さ
れ
た
上
納
銀
と
増
舸
子
減
免
は
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

の
「
平
郡
島
由
来
書
（
十
八
）」
に
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
に
舸
子
給
除
地
が
解
除
さ
れ
る
際
の
史
料
に
も
ほ
ぼ
同
額
が
見
え
る
（
十
九
）。

こ
れ
ら
か
ら
考
え
れ
ば
、
増
舸
子
二
五
名
を
減
免
さ
れ
る
代
わ
り
に
銀
一
貫
六

六
六
匁
六
分
七
厘
を
上
納
す
る
仕
法
は
、
こ
れ
以
降
常
態
化
し
た
も
の
と
見
受

け
ら
れ
る
（
二
十
）。

　

な
お
、
平
郡
島
に
は
三
田
尻
に
常
勤
す
る
舸
子
役
以
外
に
、
臨
時
の
舸
子
役

も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
「
立
髪
舸
子
」
で
あ
る
。
元
文
二
年
の
「
平
郡
島

由
来
書
」
に
は
、
以
下
の
記
載
が
見
え
る
。

　

一 

御
船
中
往
来
之
節
ハ
現
人
六
拾
人
、
御
下
向
ハ
三
月
三
日
よ
り
、
御
参
勤

ハ
正
月
十
日
よ
り
立
髪
被
仰
付
、
両
岸
関
江
定
乗
り
被
仰
付
来
候
、
尤
壱

人
日
別
一
升
宛
御
扶
持
方
并
銀
弐
分
宛
御
勘
渡
被
仰
付
候
、
御
陸
地
被
遊

ニ
付
、
此
所
（
平
郡
島
）
江
本
銀
壱
人
代
六
匁
宛
被
召
上
ケ
候
得
共
、
近

年
ハ
壱
人
代
本
銀
弐
匁
宛
百
廿
目
御
上
納
仕
候
事

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藩
主
の
参
勤
交
代
が
海
路
を
と
る
場
合
、
立
髪
（
月
代
を

剃
ら
な
い
で
長
く
伸
ば
し
た
髪
形
）
の
格
好
を
し
た
舸
子
六
〇
名
が
臨
時
に
平

郡
島
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。「
両
岸
関
へ
定
乗
り
」
が
何
を
指
す
の

か
は
不
明
だ
が
、
両
関
が
室
津
浦
・
上
関
浦
の
別
称
な
の
で
、
上
関
海
峡
に
お

い
て
藩
主
の
御
座
船
を
送
迎
す
る
儀
仗
兵
的
役
割
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
は
何
ら
か
の
故
事
来
歴
に
基
づ
く
御
用
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
ち

ら
は
、
出
勤
期
間
中
、
日
別
一
升
の
扶
持
方
と
銀
二
分
が
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、

参
勤
交
代
の
陸
路
化
に
と
も
な
っ
て
名
目
の
み
と
な
り
、
こ
の
時
期
に
は
逆
に

人
別
代
銀
を
藩
へ
上
納
す
る
も
の
に
性
格
が
変
貌
し
て
い
る
。
元
文
二
年
当
時

は
一
人
二
匁
の
六
〇
人
分
で
一
二
〇
匁
が
上
納
さ
れ
て
い
た
が
、
幕
末
期
に
は

一
人
四
匁
宛
二
四
〇
匁
の
上
納
に
増
額
さ
れ
て
い
る
（
二
十
一
）。 五

四



　

萩
藩
最
後
の
検
地
で
あ
る
宝
暦
検
地
（
一
七
六
一
～
六
四
年
）
で
、
平
郡
島

の
石
高
は
三
五
石
の
増
石
と
な
り
、
総
計
九
三
五
石
と
な
っ
た
。
こ
の
時
も
平

郡
島
中
は
、
舸
子
給
と
し
て
一
島
拝
領
の
形
態
を
維
持
す
べ
く
、
種
々
嘆
願
を

行
っ
た
よ
う
だ
が
、
つ
い
に
こ
の
増
石
分
に
対
す
る
免
租
の
措
置
は
適
用
さ
れ

な
か
っ
た
。
全
島
の
総
石
高
か
ら
す
れ
ば
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
増
石
分
三
五

石
に
対
し
て
年
貢
で
あ
る
石
貫
銀
が
課
せ
ら
れ
、
以
後
、
様
々
な
課
役
も
負
担

す
る
こ
と
に
な
る
。
天
保
末
年
の
平
郡
島
「
注
進
案
」
に
よ
れ
ば
、
石
貫
銀
・

浮
役
銀
・
馳
走
銀
（
舸
子
給
も
含
め
て
賦
課
、高
一
〇
石
に
付
八
匁
八
分
二
厘
）・

足
役
抨
・
舸
子
上
納
銀
な
ど
総
計
五
貫
八
七
〇
匁
余
を
公
納
し
て
い
る
。
近
世

中
期
以
降
、
舸
子
役
に
対
す
る
重
要
性
が
次
第
に
薄
ら
い
で
ゆ
く
中
で
、
一
島

拝
領
と
い
う
平
郡
島
独
特
の
舸
子
給
の
在
り
方
も
、
徐
々
に
後
退
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

四
、
平
郡
舸
子
の
存
在
形
態

　

こ
こ
で
は
、
平
郡
舸
子
の
実
態
や
、
舸
子
役
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ

の
内
部
構
造
や
経
済
状
況
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
平
郡
舸
子
の
実
態
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
。
元
文
二
年
（
一
七
三

七
）
の
「
平
郡
島
由
来
書
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。

　
　

一
現
百
人
三
田
尻
定
詰
之
内　

弐
人
肝
煎
・
弐
人
食
焼

　
　
　
　

 

残
九
拾
六
人
遠
近
を
以
旅
役
被
召
仕
候
、
三
田
尻
諸
役
所
御
仕
組
此

方
ハ
、
右
之
四
人
も
壱
ヶ
年
ニ
壱
番
宛
旅
役
被
召
仕
候
事

　
　

一 

百
人
居
屋
敷
弐
ヶ
所
、
肝
煎
屋
敷
弐
ヶ
所
只
今
三
田
尻
青
木
町
ニ
て
拝

領
被
仰
付
候
事

　

三
田
尻
に
定
詰
す
る
平
郡
舸
子
は
、
統
率
役
で
あ
る
肝
煎
二
名
、
炊
飯
役
で

あ
る
食
焼
二
名
、
そ
し
て
一
般
の
舸
子
九
六
名
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら

に
は
三
田
尻
青
木
町
に
屋
敷
地
が
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
集
住
し
て
い
た
。
舸
子

屋
敷
は
長
屋
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
肝
煎
は
個
別
に
屋
敷

地
を
拝
領
し
て
い
る
。
肝
煎
役
は
、
西
浦
・
東
浦
の
舸
子
か
ら
一
名
宛
選
任
さ

れ
、
三
田
尻
に
お
い
て
平
郡
舸
子
の
任
免
を
管
理
し
た
り
、
平
郡
島
庄
屋
鈴
木

家
と
株
主
仲
間
（
後
述
）
の
意
向
に
そ
っ
て
舸
子
を
統
率
す
る
な
ど
、
平
郡
舸

子
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
元
文
期
当
時
は
、
舸
子
は
単
身
赴
任

が
一
般
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
天
保
期
の
状
況
を
記
し
た
「
注
進
案
」
に

よ
れ
ば
、
一
〇
〇
名
の
舸
子
役
に
対
し
て
男
女
一
六
四
人
、
家
数
に
し
て
四
一

軒
が
三
田
尻
住
居
と
あ
る
か
ら
、
所
帯
ご
と
赴
任
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た

よ
う
だ
。

　

こ
う
な
る
と
、
御
手
舸
子
と
変
わ
ら
な
い
存
在
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
藩
の
側
は
、
譜
代
の
臣
た
る
御
手
舸
子
と
、
役
舸
子
と
し
て
の
平
郡
舸
子

を
峻
別
し
、
両
者
の
間
に
一
線
を
画
す
意
向
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
示
す
の

が
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
平
郡
舸
子
中
が
直
接
の
上
司
で
あ
る
御
船
頭
衆

に
提
出
し
た
次
の
請
状
（
二
十
二
）

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

御
請
状
之
事

　

一 
平
郡
舸
子
之
儀
者
御
手
舸
子
与
者
御
仕
成
違
候
段
勿
論
之
御
事
候
処
、
時

寄
小
早
・
橋
船
之
御
船
付
其
外
、
御
手
舸
子
御
無
人
之
所
江
被
召
仕
候
を

根
之
御
仕
成
之
様
ニ
心
得
、
仕
役
其
外
追
々
持
方
か
ま
し
く
儀
有
之
様
ニ

五
五



被
聞
召
上
不
謂
義
、
古
来
地
下
宗
門
仕
、
及
老
極
ニ
御
用
ニ
不
相
立
節
者

平
郡
被
差
返
候
行
形
茂
御
座
候
処
、
年
序
を
経
古
実
取
失
ひ
、
近
年
三
田

尻
住
居
仕
不
苦
と
相
心
得
候
も
の
茂
有
之
様
ニ
被
聞
召
上
、
右
躰
之
者
者

被
遂
御
詮
義
、
当
年
よ
り
往
キ
十
ヶ
年
迄
之
内
平
郡
引
越
、
身
柄
計
出
浮

相
勤
候
様
と
の
御
事

　

一 

平
郡
舸
子
之
儀
者
、
古
来
物
持
其
外
御
船
頭
已
下
之
御
付
人
相
勤
候
行
形

茂
御
座
候
処
、近
年
者
上
下
な
と
着
用
仕
候
様
被
聞
召
上
不
相
応
之
事
儀
、

自
今
已
後
肝
煎
又
ハ
御
船
方
之
仕
役
勤
功
他
ニ
抽
、
御
都
合
人
様
よ
り
被

遊
御
免
候
者
之
外
、
着
用
不
仕
候
様
と
の
御
事

　
　
　
　

 

付
り
、
帯
刀
之
儀
者
全
猥
之
義
無
之
様
可
仕
之
旨
、
尤
御
手
舸
子
被

召
仕
候
処
江
御
仕
方
之
節
者
帯
刀
勿
論
之
御
事
候
、
其
余
ニ
而
も
御

船
乗
組
之
節
者
、
他
所
江
罷
越
候
儀
ニ
付
刀
持
参
仕
候
而
も
苦
シ
か

る
ま
し
く
候
と
の
御
事

　
　

 

右
之
条
々
御
書
附
を
以
手
堅
被
仰
渡
委
曲
奉
得
其
旨
候
、
依
之
御
請
申
上

候
、
已
上

　
　
　
　

文
化
元
子
ノ　
　
　
　
　
　

平
郡
舸
子
中

　
　
　
　
　
　

三
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　

現
名
連
印

　
　
　
　
　
　
　

林
平
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

吉
賀
三
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

矢
野
十
郎
左
衛
門
殿

　

こ
の
請
状
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
平
郡
舸
子
は
あ
く
ま
で
も
御
手
舸

子
よ
り
は
格
下
の
百
姓
身
分
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
、
い
つ
で

も
平
郡
島
民
と
交
代
可
能
な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
対
外
的
に
は
士
分
と

し
て
の
体
裁
を
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
常
時
そ
れ
が
許
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
明
治
に
入
り
、
御
手
舸
子
同
前
に
「
卒
族
」
そ
し
て
「
士
族
」

に
遇
せ
ら
れ
た
平
郡
舸
子
で
は
あ
っ
た
が
、
近
世
期
に
は
御
手
舸
子
と
御
雇
舸

子
の
境
界
に
位
置
す
る
微
妙
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
平
郡
島
に
お
け
る
舸
子
役
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
内
部

構
造
や
経
済
状
況
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
掲
の
「
平

郡
島
由
来
書
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。

　
　

一 

当
島
中
惣
高
九
百
石
、
此
内
八
石
浮
役
石
、
残
り
八
百
九
拾
弐
石
田
畠

百
弐
拾
五
か
ふ
御
座
候
、
悪
地
故
か
た
荒
し
ニ
仕
、
六
ヶ
年
目
ニ
ハ
人

別
之
田
畠
入
替
申
候
、
尤
土
地
高
下
有
之
分
ハ
三
人
分
三
か
ふ
の
上
中

下
を
な
ら
し
、
又
三
ツ
ニ
割
、
其
上
ニ
て
く
じ
取
仕
候
、
人
別
之
居
屋

敷
ハ
永
田
ニ
て
御
座
候
事

　

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
平
郡
島
の
田
畠
が
一
二
五
の
株
に
分
け
ら
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
一
二
五
と
い
う
数
字
は
、
平
郡
島
が
本
来
拠
出
す
べ
き
舸
子
人
数

と
符
合
し
て
い
る
。
全
島
の
田
畠
が
舸
子
給
で
あ
っ
た
た
め
、
舸
子
役
を
基
準

に
耕
地
の
株
分
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
天
保

期
の
「
注
進
案
」
に
も
、
株
付
山
一
二
五
ヶ
所
（
四
〇
町
、
一
株
に
付
三
反
二

畝
宛
）
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
田
畠
だ
け
で
な
く
山
に
も
同
様
の
株
分
け
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
場
合
の
株
と
は
、
舸
子
株
で
あ
る
。
貞
享
検
地
以
前
は
舸
子
一
〇
〇
人

分
の
株
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
、
そ
の
後
の
増
加
子
の
設
定
に
よ
り
一
二
五

五
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株
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
株
の
所
有
者
は
「
株
主
」
と
呼
ば
れ
、
一
株
に
つ

き
一
名
の
舸
子
役
を
出
す
義
務
を
負
っ
た
が
、
三
田
尻
に
出
勤
す
る
舸
子
本
人

は
耕
作
に
従
事
で
き
な
い
か
ら
、
株
主
と
は
一
致
し
な
い
方
が
普
通
だ
っ
た
。

株
主
は
基
本
的
に
島
の
本
百
姓
（
本
軒
）
の
戸
主
で
あ
り
、
夫
役
負
担
が
可
能

な
役
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
次
男
・
三
男
、
あ
る
い
は
分
家
し
て
門
男

百
姓
に
な
っ
た
一
族
な
ど
を
三
田
尻
に
出
勤
さ
せ
る
こ
と
で
、
耕
地
や
山
の
株

分
け
の
権
利
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
二
十
三
）。

　

だ
と
す
れ
ば
、
島
の
本
軒
百
姓
数
は
舸
子
株
数
に
あ
る
程
度
符
合
す
る
筈
で

あ
る
が
、
こ
の
点
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
慶
長
検
地
に
お
け
る
平
郡
島

の
屋
敷
数
は
一
六
九
ヶ
所
、
寛
永
検
地
で
は
一
五
〇
ヶ
所
で
あ
り
、
屋
敷
数
を

軒
数
と
考
え
れ
ば
、
約
三
分

の
二
が
本
軒
と
し
て
舸
子
役

を
担
う
家
だ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。
そ
の
後
の
戸
数
・
人

口
は
表
２
の
よ
う
に
推
移
す

る
。
基
本
的
に
時
代
と
共
に

戸
数
・
人
口
と
も
に
増
加
傾

向
に
あ
っ
た
が
、
本
百
姓
の

中
核
で
あ
る
本
軒
（
一
軒
で

一
人
前
の
役
を
勤
め
る
家
）

の
数
は
、
一
八
世
紀
か
ら
一

九
世
紀
に
か
け
て
の
百
年
間

で
む
し
ろ
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
半
軒
・
四
半
軒
と
い
っ
た
規
模

の
小
さ
な
本
百
姓
や
、
夫
役
・
軒
役
を
勤
め
な
い
零
細
農
民
で
あ
る
門
男
百
姓

が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
時
代
と
共
に
分
家
が
進
行
し
た
結
果
で
あ

ろ
う
。
舸
子
役
や
舸
子
株
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
う
し
た
本
軒
百
姓
の
分
解
に

と
も
な
い
、
半
軒
・
四
半
軒
の
家
が
複
数
で
一
株
を
構
成
し
舸
子
役
を
拠
出
す

る
形
態
が
時
代
と
共
に
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
舸
子
株
数
と
本
百

姓
数
が
必
ず
し
も
符
合
し
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
増
加
の
著

し
い
門
男
百
姓
の
方
は
、
後
述
す
る
株
に
割
り
当
て
ら
れ
た
耕
地
の
下
作
（
小

作
）
を
行
っ
た
り
、
塩
浜
の
浜
子
な
ど
出
稼
ぎ
に
出
た
り
す
る
者
が
多
か
っ
た

が
、中
に
は
本
百
姓
の
代
勤
と
し
て
舸
子
に
出
勤
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
だ
、

出
勤
し
て
も
舸
子
株
に
加
わ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
耕
地
の
割
り
当
て
は
受
け
ら

れ
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、
話
を
先
の
「
平
郡
島
由
来
書
」
に
戻
そ
う
。
平
郡
島
の
田
畠
は
舸
子

役
に
応
じ
て
一
二
五
に
株
分
け
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
一
二
五
株
の
田
畠

の
所
有
権
・
耕
作
権
が
特
定
の
株
主
に
固
定
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
平
郡

島
で
は
、
土
地
の
私
的
所
有
は
屋
敷
地
に
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
耕
地
に
関
し
て

は
共
同
所
有
・
共
同
管
理
の
形
態
を
取
っ
て
い
た
（
二
十
四
）。
平
郡
島
由
来
書
の

記
載
に
よ
れ
ば
、
島
の
田
畠
は
計
画
的
に
「
片
荒
ら
し
」（
先
述
）
に
し
て
地

力
回
復
を
待
つ
循
環
農
法
が
行
わ
れ
、
耕
作
す
る
田
畠
は
六
年
交
替
で
鬮
取
り

を
し
て
耕
作
者
（
株
主
）
を
入
れ
替
え
、
耕
地
の
厚
薄
・
遠
近
が
偏
ら
な
い
よ

う
に
分
配
を
行
っ
て
い
た
。
島
で
「
切
替
」
と
か
「
地
割
」
と
呼
ば
れ
た
慣
行

で
あ
り
、
詳
細
は
宮
本
常
一
の
研
究
に
詳
し
い
（
二
十
五
）。
こ
う
し
た
耕
地
に
関

元禄13年
（1700）

元文2年
（1737）

天保13年
（1842）頃

総軒数 200 323 395
　本百姓 261 279

内
本軒124
半軒137

本軒35
半軒121

四半軒123
門男百姓 62 116

内 門男32
小家30

総人数 1315 1456 2178
男 718 812 1088
女 605 644 1090

※元禄13年は『平郡島史』64頁掲載史料より。
※元文２年は『地下上申』、天保は『注進案』による。

表２　平郡島の戸数・人口の推移
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す
る
共
同
体
規
制
の
強
い
農
業
慣
行
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
島
の
地
力
の
低

さ
や
耕
地
の
不
良
性
と
い
っ
た
地
理
的
要
因
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
が
、
一
〇
〇

人
も
の
壮
年
労
働
力
を
舸
子
に
拠
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
制
度
的
要
因
も
ま

た
大
き
く
作
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
平
郡
舸
子
役
負
担
の
在
り
方
を
見
て
き
た
が
、
そ
こ
に
垣
間
見
え
る

の
は
、
農
業
を
基
盤
と
す
る
役
負
担
の
論
理
で
あ
る
。
舸
子
役
と
い
う
、
本
来

は
海
民
を
編
成
す
る
夫
役
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
平
郡
舸
子
役
負
担
の
原
理

の
中
に
、
海
と
の
関
わ
り
は
非
常
に
希
薄
で
あ
る
。
離
島
の
民
で
あ
り
、
ま
た
、

耕
地
に
赴
く
の
に
山
船
と
い
う
小
船
を
常
用
し
て
い
た
か
ら
、
島
民
は
必
然
的

に
舸
子
と
し
て
の
適
性
を
備
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も

一
般
に
知
ら
れ
る
「
水
主
浦
」
と
趣
を
異
に
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
以
下
で
は
、
平
郡
島
と
漁
業
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

五
、
平
郡
島
の
漁
業
権

　

平
郡
島
は
織
豊
期
以
来
、
藩
の
船
手
の
下
で
特
別
な
舸
子
役
を
担
っ
て
き
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
島
の
漁
業
権
に
ど
の
様
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

一
般
に
、
舸
子
役
負
担
は
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
漁
業
権
を
保
障
さ
れ
る

場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
平
郡
島
の
場
合
、
そ
う
し
た
事
実
は
全
く
確
認
で
き

な
い
。

　

前
掲
の
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）「
平
郡
島
由
来
書
」
に
は
、「
西
浦
ニ
浦
と

申
ハ
、
往
古
諸
猟
仕
候
故
浦
と
申
伝
候
、
只
今
ハ
猟
事
不
仕
候
事
」
と
あ
り
、

か
つ
て
は
「
浦
」
と
し
て
漁
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
平

郡
島
近
海
は
、
鰯
の
好
漁
場
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
近
世
中
期
に
は
漁

業
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
〇
〇
名
も
の
舸
子
役
負
担
と
、

地
力
の
乏
し
い
島
の
耕
作
に
傾
注
す
る
必
要
か
ら
、
海
に
乗
り
出
す
余
力
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

近
世
初
期
に
平
郡
島
で
営
ま
れ
て
い
た
漁
業
の
痕
跡
を
示
す
の
が
、
こ
の
海

域
で
立
浦
・
端
浦
制
度
が
確
立
す
る
（
二
十
六
）

端
緒
と
な
っ
た
正
保
五
年
（
一
六

四
八
）
三
月
二
十
四
日
付
の
「
熊
毛
郡
室
津
浦
他
国
網
拾
歩
一
銀
割
符
付
立
之

事
」（
二
十
七
）

で
あ
る
。
こ
の
中
で
平
郡
島
の
漁
は
、
浦
で
は
な
く
御
立
銀
を
納

入
し
て
い
て
い
な
い
「
地
方
網
」
の
一
つ
と
し
て
登
場
す
る
。
当
時
平
郡
島
で

営
ま
れ
て
い
た
の
は
鰯
中
網
一
帖
で
あ
り
、
網
役
銀
二
〇
匁
を
上
関
宰
判
室
津

浦
へ
納
入
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
平
郡
島
は
立
浦
に
漁
業
権
を
認
可
さ
れ

た
「
端
浦
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
鰯
網
は
中
絶

し
た
の
か
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
付
立
か
ら
は
姿
を
消
し
、
そ
の
漁
業

の
痕
跡
は
し
ば
ら
く
確
認
で
き
な
く
な
る
。

　

そ
し
て
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
七
月
、
平
郡
島
は
次
の
よ
う
な
願
書
を

提
出
し
て
、
そ
の
漁
業
権
に
関
す
る
主
張
を
展
開
し
た
（
二
十
八
）。
こ
の
願
書
は
、

立
浦
の
一
つ
で
あ
る
阿
下
浦
（
安
下
浦
）
が
、
平
郡
島
に
入
漁
し
て
く
る
他
国

網
を
退
去
さ
せ
る
よ
う
願
い
出
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

御
理
申
上
候
事

　

一 

平
郡
嶋
海
上
猟
場
被
対
諸
猟
網
代
、
海
上
浮
役
浦
石
八
石
被
召
上
、
右
八

石
之
代
ニ
大
苫
七
百
帖
今
以
無
相
違
御
馳
走
申
上
、
三
田
尻
御
船
手
江
御

五
八



上
納
仕
候
、
往
古
嶋
中
地
下
網
四
帖
御
座
候
処
へ
、
不
猟
打
続
六
拾
年
余

以
前
よ
り
地
下
網
致
中
絶
于
今
取
立
不
相
成
、
他
国
網
呼
下
地
下
網
同
前

ニ
猟
仕
せ
、
こ
や
し
等
相
求
地
下
之
勝
手
莫
太
之
儀
ニ
御
座
候
事

　

一 

平
郡
嶋
江
他
国
網
入
来
候
儀
者
、
地
下
網
御
座
候
節
よ
り
参
来
候
、
地
下

網
中
絶
仕
候
而
者
弥
々
地
下
網
同
前
ニ
網
遣
仕
せ
、
今
以
相
違
無
御
座
参

懸
り
御
座
候
、
然
共
御
運
上
之
儀
者
他
国
網
御
法
之
通
五
歩
一
其
外
御
定

之
辻
御
上
納
申
上
候
、
備
御
利
徳
ニ
申
候
、
此
段
御
役
人
様
方
御
存
知
被

遊
通
ニ
御
座
候
事

　

一 

延
宝
七
年
、
他
国
網
数
帖
入
込
両
関
（
室
津
・
上
関
、
筆
者
註
）
網
ニ
支

り
於
猟
場
出
入
有
之
、
両
関
よ
り
書
付
を
以
御（
上
関
代
官
）
座
平
右
衛
門
様
江
御
理
申

上
候
得
共
、
平
郡
嶋
之
儀
者
百
人
御
手
加
子
被
遣
切
之
所
、
纔
之
田
畠
下

地
被
遣
候
而
所
勤
仕
ニ
付
、
往
古
よ
り
諸
猟
船
等
入
込
地
下
取
続
之
便
ニ

相
成
、
下
ニ
至
迄
其
影
を
以
ろ（
櫓
）手
達
者
ニ
成
立
御
用
ニ
立
申
様
ニ
仕
来
候

通
申
分
テ
、
地
下
網
同
前
ニ
参
懸
り
今
以
相
違
無
御
座
猟
仕
せ
来
、
島
中

之
田
畠
こ
や
し
等
相
貯
、
其
上
下
ニ
至
迄
ろ
手
稽
古
仕
御
用
役
へ
相
立
申

様
ニ
常
躰
島
中
江
無
怠
其
沙
汰
仕
候
事

　

一 

寛
永
弐
拾
壱
年
、
伊
津
井
村
・
秋
村
江
紀
伊
国
よ
り
地
引
網
数
多
罷
下
、

阿
下
浦
支
り
相
成
候
故
御
理
申
上
候
ニ
付
而
、
児（
当
職
児
玉
元
恒
）

　

淡
路
様
藤
井
助
之
允

様
江
御
奉
書
を
以
被
仰
出
候
御
趣
者
、
其
所
支
り
相
成
候
ハ
ヽ
他
国
網
退

出
可
被
仰
付
と
の
御
事
、右
之
御
義
躰
ニ
茂
沖
ニ
而
引
申
分
者
不
苦
候
間
、

如
此
中
可
被
申
附
と
の
御
書
付
ニ
付
、
其
節
も
平
郡
嶋
江
来
居
候
他
国
網

之
儀
者
一
向
御
か
ま
い
無
御
座
猟
事
仕
せ
来
申
候
事

　

一 

慶
安
四
年
、
久
賀
浦
・
阿
下
浦
・
上
関
并
ニ
室
津
浦
よ
り
、
他
国
網
御
入

被
成
被
下
候
様
ニ
御
理
申
出
候
ニ
付
、
他
国
網
御
入
可
被
成
之
通
被
仰
渡

候
、
然
所
ニ
他
国
よ
り
中
高
手
網
数
艘
罷
越
沖
相
ニ
而
猟
仕
候
故
、
阿
下

浦
網
代
江
鰯
寄
せ
付
不
申
ニ
付
、
又
々
他
国
網
退
出
之
御
理
申
上
候
、
依

之
阿
下
浦
猟
場
物
切
相
極
申
候
、
其
節
も
平
郡
嶋
之
儀
者
是
又
一
向
御
か

ま
い
無
御
座
参
懸
り
少
茂
相
違
無
御
座
候
事

　

一 

享
保
元
申
ノ
七
月
廿
八
日
、
阿
下
浦
網
罷
越
平
郡
嶋
来
居
候
他
国
網
猟
海

仕
候
処
ヘ
及
相
論
、
書
付
を
以
趣
申
上
候
処
ニ
、
其
節
之
御
代
官
河
野
神

左
衛
門
様
・
海
上
御
役
櫛
部
安
右
衛
門
様
よ
り
阿
下
浦
御
讃
談
被
成
候
得

者
、
彼
浦
不
謂
ニ
相
極
被
及
御
沙
汰
筈
ニ
御
座
候
処
へ
、
阿
下
浦
よ
り
達

而
御
歎
キ
申
上
候
、
向
後
平
郡
嶋
へ
来
居
之
他
国
網
ニ
少
茂
相
支
り
申

間　（
敷
脱
カ
）

　

通
御
理
申
上
ニ
付
、
弥
向
後
支
り
不
申
様
ニ
と
被
仰
渡
落
着
仕
候
、

此
段
少
茂
相
違
無
御
座
候
事

　

一 

享
保
四
亥
ノ
年
、
御
当
国
浦
石
御
改
就
被
仰
付
、
河
野
神
左
衛
門
様
御
代

官
役
之
節
、
大
嶋
郡
中
浦
石
御
改
付
出
被
仰
付
、
平
郡
嶋
海
上
浮
役
浦
石

八
石
之
儀
も
付
出
相
成
ニ
付
、
則
写
仕
奉
入
御
披
見
候
事

　

一 

自
国
網
鰯
猟
仕
候
而
も
、
商
主
と
申
元
銀
仕
出
之
者
有
之
ニ
付
、
干
鰯
等

仕
前
後
番
作
買
得
仕
候
ニ
付
而
、
地
下
こ
や
し
等
買
得
仕
候
儀
不
相
成
儀

ニ
御
座
候
、
他
国
網
之
儀
者
望
次
第
多
少
ニ
不
構
買
得
自
由
ニ
相
成
、
時

分
を
老
く
さ
ら
か
し
ニ
仕
候
故
、
莫
太
調
宝
ニ
相
成
申
儀
ニ
御
座
候
条
、

地
下
調
宝
と
申
、
第
一
御
運
上
五
歩
一
被
召
上
御
利
徳
ニ
茂
相
成
義
ニ
御

座
候
条
、
参
懸
り
之
通
他
国
網
来
着
被
遊
御
免
可
被
下
候
、
偏
ニ
奉
願
候

五
九



事
右
平
郡
嶋
之
儀
者
従
往
古
よ（
マ
マ
）り
片
作
之
所
柄
田
畠
迫
地
ニ
付
、
こ
や
し
等
余

分
入
不
申
候
得
者
不
熟
仕
候
、
依
之
往
古
よ
り
地
下
網
四
帖
御
座
候
処
ニ
、

不
猟
打
続
仕
出
得
不
仕
、
夫
故
他
国
網
呼
下
地
網
同
前
ニ
網
遣
仕
せ
候
、
御

運
上
之
儀
者
他
国
網
御
法
之
通
五
歩
一
之
浜
役
并
増
御
運
上
共
ニ
御
定
之
辻

少
茂
無
滞
御
上
納
仕
備
御
利
徳
ニ
申
候
、
引
立
申
鰯
地
下
中
こ
や
し
ニ
心
儘

ニ
買
得
仕
、
其
外
諸
用
於
地
下
ニ
相
調
、
島
中
調
宝
不
大
形
ニ
付
且
々
取
続
、

三
田
尻
定
法
之
者
共
江
仕
送
、
御
上
納
銀
無
滞
只
今
迄
御
上
納
申
上
来
候
、

然
処
此
度
阿
下
浦
よ
り
平
郡
嶋
罷
越
候
他
国
退
出
之
義
御
理
申
上
候
由
、
案

外
千
万
ニ
奉
存
候
、
且
而
阿
下
浦
網
支
り
ニ
相
成
申
儀
無
御
座
候
、
往
古
以

来
参
懸
り
御
座
候
付
而
前
書
申
上
候
、
第
一
平
郡
嶋
之
儀
者
脇
と
違
一
島
被

遣
切
か
け
離
た
る
島
之
儀
ニ
付
、
往
古
よ
り
浦
石
を
請
、
島
付
之
網
代
島
中

支
配
之
段
大
嶋
郡
・
熊
毛
郡
網
主
共
銘
々
存
之
儀
ニ
御
座
候
条
、
向
後
島
付

之
網
代
江
他
浦
よ
り
罷
越
相
支
り
島
中
及
迷
惑
ニ
不
申
様
ニ
、
宜
敷
被
成
御

沙
汰
可
被
下
候
、
此
段
奉
願
候
、
以
上

　
　
　

享
保
拾
八
丑
ノ　
　
　
　
　
　
　

平
郡
嶋
東
浦
畔
頭

　
　
　
　
　

七
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
嶋
西
浦
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

与
三
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

六
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
手
舸
子
百
人
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

清
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

善
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

抽
左
衛
門

　
　
　
　

御
庄
屋

　
　
　
　
　

鈴
木
七
兵
衛
殿

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
郡
島
は
か
つ
て
は
島
中
で
地
下
網
四
帖
を
営
ん
で
い
た

が
、
不
漁
の
た
め
六
〇
年
以
前
に
中
絶
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
は
代
わ
り
に
他

国
網
を
盛
ん
に
入
漁
さ
せ
て
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、そ
の
漁
業
権
を
主
張
す
る
最
大
の
根
拠
と
し
て「
海

上
浮
役
浦
石
八
石
」
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
名
称
は
平
郡

島
の
牽
強
付
会
で
あ
り
、
正
し
く
は
「
平
郡
浮
役
石
」
と
か
「
浮
役
石
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
浮
役
石
は
、
三
田
尻
御
船
手
に
大
苫
七

〇
〇
帖
を
上
納
す
る
も
の
で
あ
り
、
漁
業
に
は
全
く
関
係
の
な
い
石
高
で
あ
っ

た
。
無
論
、
浦
方
固
有
の
海
上
石
と
も
浦
石
と
は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
。
し

か
し
、
平
郡
島
は
そ
の
浮
役
石
が
、
享
保
四
年
の
浦
石
改
め
（
前
述
）
の
際
に

付
立
に
記
載
さ
れ
た
事
を
挙
げ
、
こ
れ
を
浦
石
の
一
種
だ
と
強
く
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
冷
静
に
見
れ
ば
、
付
立
に
記
載
さ
れ
た
の
は
事
実
だ
が
、「
前
々
よ

り
御
雇
舸
子
御
除
」
と
但
し
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
浦
石
で
あ
る
こ
と

は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
漁
業
権
を
主
張
す
る
根
拠
に
な

る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
平
郡
島
の
漁
業
権
に
関
す
る
主
張
は
、
実
は
非
常
に

脆
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

六
〇



　

勿
論
、
平
郡
舸
子
役
も
、
漁
業
権
主
張
の
根
拠
の
一
つ
に
挙
げ
て
は
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、「
他
国
網
か
ら
得
ら
れ
る
魚
肥
（
干
鰯
）
が
島
の
生
産
力
を

支
え
、
そ
の
結
果
、
舸
子
役
を
全
う
で
き
る
」
と
か
、「
他
国
網
の
入
漁
に
よ
っ

て
櫓
手
の
鍛
錬
に
な
る
」
と
い
う
補
足
的
な
理
由
づ
け
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ

た
。
本
来
な
ら
、
こ
ち
ら
を
メ
イ
ン
に
主
張
し
た
方
が
、
本
当
の
意
味
で
漁
業

権
を
強
化
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。

　

こ
の
願
書
で
は
、
寛
永
以
来
の
立
浦
と
の
争
論
の
経
緯
を
述
べ
て
、
平
郡
島

の
他
国
網
が
公
認
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
を
力
説
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が

深
刻
な
争
論
に
発
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
一
つ
は
こ
の
平
郡
島
周
辺
海
域
が
立

浦
の
漁
場
の
外
れ
に
位
置
し
て
い
た
た
め
、
係
争
が
起
こ
り
に
く
か
っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、立
浦
と
対
立
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
他
国
網
で
あ
り
、

平
郡
島
自
ら
が
行
う
漁
業
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
そ
の
程
度
の
争
論
で
あ
れ
ば
、
あ
そ
こ
は
大
き
な
舸
子
役
を
勤
め
て
い
る

島
だ
か
ら
大
目
に
見
て
や
っ
て
く
れ
と
、
代
官
が
仲
裁
し
や
す
い
側
面
も
あ
っ

た
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
享
保
十
八
年
の
争
論
も
、
そ
う
し
た
曖
昧
な
決
着

を
見
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
平
郡
島
は
自
島
に
漁
業
権
が
存
在

す
る
よ
う
に
認
識
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
本
当
の
意
味
で
の
漁
業
権
の

確
立
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
曖
昧
な
状
態
が
継
続
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
立
浦
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
平
郡
島
に
お
け
る
他
国
網
漁
業
は
、
い

く
ら
平
郡
島
が
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
も
、
立
浦
・
端
浦
の
原
則
か
ら
み
て

違
法
な
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
三
月
に
室
積
・

安
下
・
久
賀
・
室
津
・
上
関
の
立
浦
五
ヶ
浦
が
作
成
し
た
端
浦
お
よ
び
地
方
の

漁
業
実
態
調
査
書
（
二
十
九
）

に
は
、
平
郡
島
の
漁
業
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

　

一
旅
網
壱
帖　
　
　
　

平
郡

　
　
　

 

右
旅
網
只
今
入
申
候
、
平
郡
之
儀
者
正
保
年
中
御
証
拠
物
ニ
ハ
中
之
網

壱
帖
と
相
見
申
候
所
、
延
宝
年
中
御
付
立
ニ
網
役
銀
上
納
不
仕
、
右
御

付
立
之
内
捨
り
網
ニ
も
不
相
見
候
間
、
網
か
ぶ
無
御
座
候
間
、
旅
網
・

地
網
共
ニ
御
指
留
可
被
遣
候
事

　

平
郡
島
に
は
こ
の
時
期
、
旅
網
（
他
国
網
）
一
帖
が
操
業
し
て
い
る
が
、
こ

こ
に
は
網
株
は
存
在
し
な
い
の
で
、旅
網
も
地
網
も
差
し
止
め
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
五
ヶ
浦
の
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
見
解
が
あ
る
以
上
、
立
浦

に
よ
る
他
国
網
入
漁
差
し
止
め
の
動
き
は
、
そ
の
後
も
常
に
発
生
す
る
可
能
性

を
内
在
し
て
お
り
、そ
の
都
度
、平
郡
島
の
漁
業
権
は
動
揺
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
平
郡
島
は
、
他
国
漁
民
の
入
漁
に
依
存
し
、
自
ら
が
積
極

的
に
漁
業
に
乗
り
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
少
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
ゆ
え

に
、
藩
も
こ
の
島
の
漁
業
権
に
さ
し
た
る
関
心
を
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
平
郡
島
は
、
舸
子
役
の
島
で
あ
り
な
が
ら
、
近
世
期
に
し
っ
か
り
と

し
た
漁
業
権
の
確
立
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、平
郡
島
に
お
け
る
舸
子
役
と
漁
業
権
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

平
郡
島
は
、
舸
子
の
島
で
あ
り
な
が
ら
海
と
の
関
係
が
希
薄
で
、
舸
子
役
も
ど

六
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ち
ら
か
と
い
う
と
農
業
を
基
盤
と
し
た
編
成
原
理
に
立
脚
し
て
組
織
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
た
め
、
漁
業
に
関
し
て
も
他
国
網
へ
の
依
存
度
が
大
き
く
、
こ
れ
が

原
因
と
な
っ
て
漁
業
権
の
確
立
も
不
十
分
な
状
況
に
止
ま
っ
て
い
た
。

　

つ
ま
り
平
郡
島
に
は
、
水
主
役
負
担
の
見
返
り
に
漁
業
権
を
保
障
さ
れ
る
と

い
う
相
関
関
係
が
存
在
せ
ず
、
一
般
的
な
水
主
浦
と
は
一
線
を
画
す
る
存
在
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
萩
藩
の
浦
方
編
成
や
漁
業
権
設
定
が
、
必
ず

し
も
水
主
役
を
前
提
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
が

顕
著
に
う
か
が
え
る
の
が
、
平
郡
島
の
属
す
る
大
嶋
郡
・
熊
毛
郡
海
域
で
あ
っ

た
。
そ
も
そ
も
こ
の
海
域
は
、
船
手
組
家
臣
団
の
給
領
地
が
集
中
し
て
い
た
船

手
の
根
拠
地
で
あ
る
。
給
領
主
は
給
領
地
か
ら
軍
役
を
徴
発
す
る
が
、
船
手
の

場
合
は
給
領
地
か
ら
舸
子
や
船
の
調
達
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の

海
域
で
御
立
浦
と
さ
れ
た
五
ヶ
浦
（
安
下
・
久
賀
・
室
津
・
上
関
・
室
積
）
や

麻
郷
・
遠
崎
「
浦
」
は
、
藩
の
蔵
入
地
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
船
手
組
の
給
領

地
の
集
中
す
る
大
嶋
・
熊
毛
郡
域
で
は
、
蔵
入
地
の
「
浦
」
か
ら
の
舸
子
役
徴

発
と
は
別
に
、
船
手
組
給
領
地
か
ら
の
舸
子
役
・
船
役
徴
発
が
併
存
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。
平
郡
舸
子
を
船
手
の
一
員
、
平
郡
島
を
そ
の
給
領
地
の
よ
う

な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
漁
業
権
と
乖
離
し
た
舸
子
役
編
成
も
、

船
手
組
の
給
領
地
の
場
合
と
類
似
し
た
形
態
と
み
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

う
し
た
舸
子
役
徴
発
の
在
り
方
が
、
こ
の
地
域
特
有
の
立
浦
・
端
浦
制
度
の
根

幹
を
規
定
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
、
こ
の
海
域
に

集
中
し
て
い
た
船
手
組
士
の
給
領
地
や
、
立
浦
に
お
け
る
舸
子
役
の
実
態
に
つ

い
て
分
析
を
進
め
、
上
述
の
課
題
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

【
註
】

（
一
）
水
主
は
舸
子
・
加
子
・
水
夫
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
以
下
、
原
史
料
お

よ
び
先
行
研
究
の
引
用
以
外
で
は
「
舸
子
」
の
表
記
を
用
い
る
。

（
二
）
三
鬼
清
一
郎
「
水
主
役
と
漁
業
構
造
」（『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
』
近

世
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
）
な
ど
。
瀬
戸
内
海
地
域
の
水
主
役

に
関
し
て
は
、
定
兼
学
「
漁
村
支
配
と
漁
民
」（
同
『
近
世
の
生
活
文
化

─
地
域
の
諸
問
題
─
』、
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）、
山
本
秀
夫
「
近

世
瀬
戸
内
の
浦
と
水
主
役
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
歴
史
に
見
る
四

国
─
そ
の
内
と
外
と
─
』、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
八
年
な
ど
。

（
三
）拙
稿「
萩
藩
瀬
戸
内
海
地
域
に
お
け
る
立
浦
・
端
浦
制
度
の
成
立
と
特
徴
」

（
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
第
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
室
積
浦
と
佐
郷
島

の
事
例
に
見
る
立
浦
・
端
浦
制
度
の
実
態
」（
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
第
六
号
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
四
）「
御
雇
舸
子
」の
呼
称
は
享
保
四
年（
一
七
一
九
）舸
子
役
割
符「
覚
」（
山

口
県
文
書
館
編
『
山
口
県
史
料　

近
世
法
制
編
上
』
一
九
七
六
年
、
六
九

二
～
七
〇
四
頁
）
に
よ
る
。
原
史
料
は
毛
利
家
文
庫
・
法
令
一
三
五
「
諸

御
書
付
二
十
八
冊
」
二
四
所
収
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）。

（
五
）
舸
子
役
と
浦
方
制
度
の
詳
細
な
分
析
は
、
今
後
進
め
て
い
く
予
定
で
あ

る
。

（
六
）
前
掲
、
舸
子
役
割
符
「
覚
」。

（
七
）
こ
の
ほ
か
、
北
前
（
日
本
海
沿
岸
部
）
宰
判
の
給
領
地
の
浦
方
に
つ
い

て
は
「
御
上
下
之
節
御
雇
舸
子
差
出
不
申
、
朝
鮮
船
長
崎
御
送
せ
被
成
候

六
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水
夫
、
或
ハ
唐
船
事
ニ
付
御
用
之
舸
子
差
出
申
候
事
」
と
あ
り
、
上
関
宰

判
で
は
本
浦
で
あ
っ
て
も
「
前
々
よ
り
御
雇
舸
子
御
除
」
と
い
う
例
外
規

定
が
旧
例
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
北
前
給
領
諸
浦
の
朝
鮮
船
と
は
、
朝
鮮

か
ら
の
漂
着
船
を
指
す
。
ま
た
、上
関
宰
判
の
お
け
る
御
雇
舸
子
免
除
は
、

当
地
が
海
上
交
通
の
要
衝
で
、漕
船
等
の
別
の
船
役
・
舸
子
役
が
頻
繁
だ
っ

た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

（
八
）
拙
稿
「
環
日
本
海
と
漂
流
民
～
長
門
国
に
お
け
る
朝
鮮
船
・
唐
船
の
漂

流
を
中
心
に
～
」（
長
谷
川
成
一
・
千
田
嘉
博
編
『
日
本
海
域
歴
史
大
系
』

第
４
巻
・
近
世
篇
Ｉ
収
録
、
清
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
九
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
・
宰
判
本
控
二
五
「
中
熊
毛
宰
判
本
控
」
所
収
の

安
永
元
年
「
中
熊
毛
宰
判
大
庄
屋
原
田
瀬
兵
衛
願
書
」（
山
口
県
文
書
館

所
蔵
）。

（
十
）
閥
閲
録
一
六
七
巻
。

（
十
一
）
平
郡
島
「
注
進
案
」。

（
十
二
）
当
初
は
九
〇
人
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
が
『
山
口
県
の
地
名
』（
平

凡
社
）
に
見
え
る
が
、
史
料
上
は
未
確
認
で
あ
る
。

（
十
三
）
浅
海
家
文
書
Ａ
四
七
（
柳
井
市
立
図
書
館
所
蔵
）。
浅
海
家
は
平
郡

島
西
浦
を
開
発
し
た
と
さ
れ
る
土
豪
の
系
譜
を
持
つ
家
で
、
近
世
期
は
西

浦
の
畔
頭
を
代
々
勤
め
た
。

（
十
四
）
県
史
編
纂
所
史
料
七
二
一
「
平
郡
島
史
料
」（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）。

但
し
、
近
代
の
筆
耕
史
料
で
あ
り
、
信
頼
性
に
疑
問
が
あ
る
。
な
お
、
こ

の
史
料
は
、境
吉
之
丞
『
平
郡
島
史
』（
柳
井
市
立
図
書
館
、一
九
七
八
年
）

六
三
～
六
四
頁
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
十
五
）
前
掲
「
平
郡
島
史
料
」
お
よ
び
『
平
郡
島
史
』
六
五
～
六
六
頁
。

（
十
六
）
浅
海
家
文
書
Ａ
六
六
。

（
十
七
）
浅
海
家
文
書
Ａ
一
二
一
。

（
十
八
）
本
来
は
「
防
長
地
下
上
申
」
に
含
ま
れ
る
史
料
だ
が
、
刊
本
編
集
の

際
に
脱
漏
し
た
た
め
、「
山
口
県
地
方
史
研
究
」
四
五
号
（
一
九
八
一
年
）

に
「
防
長
地
下
上
申
補
遺
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
十
九
）
前
掲
「
平
郡
島
史
料
」
お
よ
び
『
平
郡
島
史
』
七
〇
～
七
二
頁
。
こ

の
上
納
銀
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
廃
止
さ
れ
た
事
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

（
二
十
）
た
だ
し
、
天
保
末
年
に
編
纂
さ
れ
た
平
郡
島
「
注
進
案
」
で
は
、
上

納
物
の
中
に
銀
三
貫
九
七
九
匁
四
分
四
厘
二
毛
が
「
舸
子
百
人
并
増
舸
子

弐
拾
五
人
江
当
ル
上
納
銀
」
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
、

こ
の
上
納
銀
が
ど
の
様
な
性
格
の
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

（
二
十
一
）
平
郡
島
「
注
進
案
」。

（
二
十
二
）
浅
海
家
文
書
Ａ
五
七
。

（
二
十
三
）
宮
本
常
一
「
御
手
舸
子
と
地
割
─
平
郡
島
」（
宮
本
常
一
著
作
集

第
四
巻
『
日
本
の
離
島
・
第
一
集
』
所
収
、
未
来
社
、
一
九
六
九
年
）。

（
二
十
四
）
例
外
的
に
名
田
所
有
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
平
郡
舸
子
の
起

源
を
作
っ
た
庄
屋
の
鈴
木
氏
と
寿
現
寺
・
海
蔵
院
の
二
つ
の
古
寺
の
み
で

あ
っ
た
。

（
二
十
五
）
宮
本
常
一
、
前
掲
書
。
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（
二
十
六
）
前
掲
拙
稿
「
萩
藩
瀬
戸
内
海
地
域
に
お
け
る
立
浦
・
端
浦
制
度
の

成
立
と
特
徴
」。

（
二
十
七
）「
大
島
郡
御
立
浦
御
奉
書
写
」（
祭
漁
洞
文
庫
旧
蔵
水
産
史
料
一
五

五
五
、
国
立
史
料
館
所
蔵
）。『
山
口
県
史
・
史
料
編
・
近
世
４
』
一
七
〇

番
に
掲
載
。

（
二
十
八
）
浅
海
家
文
書
Ａ
四
一
。

（
二
十
九
）
毛
利
家
文
庫
・
諸
省
四
五
一
「
上
関
佐
賀
村
・
熊
毛
郡
室
積
浦
漁

事
掛
相
願
書
其
外
（
嘉
永
四
年
〈
一
八
五
一
〉」（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）

所
収
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
二
～
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

「
仕
入
と
魚
市
場
を
指
標
に
見
る
近
世
漁
村
の
内
部
構
造
と
地
域
類
型
に
関
す

る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
木
部
和
昭
、
課
題
番
号
二
二
五
二
〇
六
七
四
）
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

六
四


